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○須賀川市重度心身障害児介護手当支給条例施行規則 

昭和44年３月31日規則第11号 

改正 

昭和48年６月30日規則第35号 

平成元年10月17日規則第20号 

平成３年３月29日規則第11号 

平成21年９月25日規則第18号 

平成27年12月22日規則第38号 

廃止 平成30年３月30日規則第19号 

須賀川市重度心身障害児介護手当支給条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、須賀川市重度心身障害児介護手当支給条例（昭和44年須賀川市条例第10号。

以下「条例」という。）の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。 

（申請） 

第２条 条例第３条の規定により手当の支給を受けようとする保護者は、重度心身障害児介護手当

受給資格認定申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 保護者及び児童の住民票謄本 

(２) 児童が条例第２条の各号の一に該当することを明らかにする医師等の証明書 

（認定） 

第３条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認

定するものとする。 

２ 前項の認定をしたときは、受給資格者に対し重度心身障害児介護手当受給資格認定通知書（第

２号様式）を交付する。 

（届出） 

第４条 保護者は、保護者又は児童が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該各号に定める

書類を市長に提出しなければならない。 

(１) 条例第３条第４項各号の一に該当したとき。 

重度心身障害児介護手当受給資格喪失届（第３号様式） 

(２) 住所又は氏名を変更したとき。 

住所等変更届（第４号様式） 
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附 則 

この規則は、昭和44年４月１日から施行する。 

附 則（昭和48年６月30日規則第35号） 

この規則は、昭和48年７月１日から施行する。 

附 則（平成元年10月17日規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年３月29日規則第11号） 

１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づき作成された用紙は、当分の間、この規則の相

当規則により定められた用紙とみなす。 

附 則（平成21年９月25日規則第18号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかか

わらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成27年12月22日規則第38号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第19号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第４条関係） 
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